
内容現在2010/3/31

休休休休　　　　職職職職　　　　一一一一　　　　覧覧覧覧　　　　表表表表

休職事由 期間 給与 関連法規

　心身の故障のため、長

期の休養を要する場合

　休養を要する程度に応

じ、３年を超えない範囲

内の期間とする

　公務上の負傷又は病気による場合は休職期間中給

与は全額支給されます。

○地方公務員法

　第２８条 第２項

　結核症以外の負傷又は病気による休職は休職期間

１年まで給料、扶養手当調整手当、住居手当及び期

末手当のそれぞれ１００分の８０が支給されます

○公立学校職員の給与に

　関する条例　第２７条

　第２７条 第２項

０年 １年 ２年 ２年６ヶ月 　３年

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例　第３条

病気休暇

９０日

県より給与

の８０％

傷病手当金

共済組合

より８０％

傷病手当

金付加金

有給休職 無給休職

　刑事事件に関し起訴さ

れた場合

　刑事事件の訴訟が起こ

され、裁判所に判決のた

めの手続きが現にされて

いる期間とする

　給料、扶養手当、調整手当及び住居手当のそれぞ

れ１００分の６０以内が支給されます

○地方公務員法

　第２８条 第２項

○公立学校職員の給与に

　関する条例

　第２７条 第３項

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例 第３条 第３項

　結核休職

（校長及び教員、事務職員）

　満２年とする。ただし

任命権者が、特に必要と

認めるときは、満３年ま

で延長することができる

　休職の期間が満３年までは給与の全額を支給され

ます

○教育公務員特例法

　第１４条

○公立の学校の事務職員

　の休職の特例に関する

　法律

（栄養職員は結核休職ではな

　く、引き続き１年以内の期

　間の病気休暇となります）

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例　第３条

　学校、研究所その他こ

れらに準ずる公共的施設

において、その職員の職

務に関連があると認めら

れる事項の調査、研究又

は指導に従事する場合

　必要に応じ、３年を超

えない範囲内において、

任命権者が定める期間と

する

　給料、扶養手当、調整手当及び住居手当及び期末

手当のそれぞれ１００分の７０以内が支給されます

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例　第１条の２

○公立学校職員の給与に

　関する条例

　第２７条 第４項

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例　第３条

　許可を受けて職員団体

の業務に専従する場合

　職員としての在職期間

を通じて５年を超えない

期間とする

　いかなる給与も支給されず、また、その期間は、

退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されま

せん

○地方公務員法

　第５５条の２

○地方公務員法

　第55条の2 第３項

　水難、火災その他の災

害により、生死不明又は

所在不明となった場合

　必要に応じ、３年を超

えない範囲内において、

任命権者が定める期間と

する

　給料、扶養手当、調整手当及び住居手当及び期末

手当のそれぞれ１００分の１００以内が支給されま

す

○職員の分限に関する手

　続き及び効果等に関す

　る条例　第１条の２

○公立学校職員の給与に

　関する条例

　第２７条 第４項

30　休職－表 



内容現在2006/3/31

地方公務員法（教育小六法）

（降任・免職・休職等）

第２８条第２項　職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれ

　を休職することができる。

　　１．心身の故障のため、長期の休養を要する場合

　　２．刑事事件に関し起訴された場合

地方公務員法（教育小六法）

（職員団体のための職員の行為の制限）

　第５５条の２　職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない。ただし、任

　　命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、

　　この限りでない。

　第３項　第１項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期

　　間は、職員としての在職期間を通じて５年（地方公営企業等の労働関係に関する法律（

　　昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書（同法附則第５項において準用する

　　場合を含む。）の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、

　　５年からその専ら従事した期間を控除した期間）を超えることができない。

　第５項　第１項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する期間は、休職者

　　とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤

　　続期間に算入されないものとする。

教育公務員特例法（教育小六法）

（休職の期間及び効果）

　第１４条　公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要す

　　る場合の休職においては、満２年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認め

　　るときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満３年まで延長することができる

　第２項　前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律（教育小六法）

　文部科学事務官である者又は公立の学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条

　に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。）の事務職員（文部科学事務官である者

　又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第１項に規定する吏員に相当する

　者をいう。以下同じ。）が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にさ

　れたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定に

　かかわらず、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１４条の規定を準用する。

31　休職－法規(1)



内容現在2007/3/31

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例        （高知県教育関係職員必携）

（休職の事由）

　第１条の２　職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができ

　　る。

　（１）学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連あ

　　　ると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合（外国の地方

　　　公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年高知県条例第

　　　１号）第２条第１項の規定による派遣の場合を除く。）

　（２）水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

（休職の効果）

　　休養を要する程度に応じ、第１条の２各号のいずれかに該当する場合における休職の期

　　間は必要に応じ、いずれも３年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合につい

　　て任命権者が定める。

第２項　任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと

　認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

第３項　法第２８条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事

　事件が裁判所に係属する間とする。

公立学校職員の給与に関する条例                            （高知県教育関係職員必携）

（休職者の給与）

　第２７条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償

　　法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。）に

　　より負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる事由

　　に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

　第２項　職員が教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１４条（公立の学校の事務

　　職員の休職の特例に関する法律（昭和３２年法律第１１７号）において準用する場合を

　　含む。第５項において同じ。）の規定の適用を受ける場合を除き前項以外の心身の故障

　　により、地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して、休職にされたと

　　きは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住

　　居手当及び期末手当のそれぞれの１００分の８０を支給することができる。

　第３項　職員が、地方公務員法第２８条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされ

　　たときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、調整手当及び住居手当のそれぞれ

　　の１００分の６０以内を支給することができる。

　第４項　職員が職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例（昭和２６年高知県条例

　　第４１号） 第１条の２各号 （県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例 （昭

　　和３１年高知県条例第４０号）の規定により例によることとされる場合を含む）のいず

　　れかに掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶

　　養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの、同条第１号の場合にあっては

　　１００分の７０以内同条第２号の場合にあっては人事委員会規則で定めるところにより

　　１００分の１００以内を支給することができる。

32　休職－法規(2)



内容現在2011/3/31

Q

地方公務員の育児休業等に関する法律　

（育児休業の承認）

（育児休業の承認の失効等）

（育児休業をすることができない職員）

第２条

（１）

（２）

（再度の育児休業をすることのできる特別の事情）

第３条

（１）

（１）

職員の定年等に関する条例（昭和５９年高知県条例第１３号）第４条第１

項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員

育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める特別の事情は、次に掲

げる事情とする。

育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより

当該育児休業の承認が効力を失い、又は第５条に規定する事由に該当した

ことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しく

は出産に係る子又は同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組

等により職員と別居することとなったこと。

職員の育児休業等に関する条例の施行および育児休業等の運用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について（通知）

平成４年３月２５日　高知県教育長（３教高第１４３３号）

４　育児休業の承認の失効等関係

育児休業法第５条第１項の「出産」とは、妊娠１２週（８５日）以後分べ

ん（死産を含む。）をいう。

　Ａ教諭は第１子の養育のため、現在育児休業を取得中ですが、育児休業中に第２

子を出産することとなりました。Ａ教諭はどのような手続きが必要ですか。また、

Ａ教諭の夫が第１子の育児休業を取得することはできますか。

A

　休業の承認は産前休暇を始めることにより、失効することとなります。（地方公

務員の育児休業に関する法律第５条）そこで、『養育状況変更届』で、一度復帰

し、『産前休暇願』を出すことになります。（職員の育児休業等に関する条例の施

行及び育児休業等の運用について）　養育状況変更届には事由を確認できる書類を

添付しなければならないので、『産前休暇願』を同時に提出することで、その書類

も兼ねることになります。

　また、第２子が、不幸にも死亡したり、養子縁組等により職員と別居することに

なった場合は、第１子について再び、３才に達する日まで、育児休業を請求するこ

とができます。（職員の育児休業等に関する条例第３条第１項）

　職員の育児休業等に関する条例及びこれらに関する規則、通知が一部改正され、

平成２２年６月３０日から施行されたことにより、配偶者の就業の有無や育児休業

取得の有無にかかわりなく育児休業を取ることができるようになったので夫が育児

休業を取ることはできます。

根拠法規

及び

通知文書

第２条　職員は、任命権者（地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者及びそ

の委任を受けた者をいう。以下同じ。）の承認を受けて、当該職員の３歳に満たな

い子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで、育児休業をすることができ

る。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定め

る特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

第５条　育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若

しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育

児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力

を失う。

職員の育児休業等に関する条例

育児休業法第2条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

33　育休中の第2子 



内容現在2008/3/31

各市町村（学校組合）教育長　様

高　知　県　教　育　長

１　改正の内容

　（１）　再度の育児休業をする事ができる特別の事情

19高教政第920号

平成19年11月14日

育児休業等の取扱いについて(通知）

に定める日から施行されました。これにより、育児休業等については、下記のとおり取り扱う

ことになりますので通知します。

　つきましては、貴管内の学校に周知し、適切な取扱いをしていただきますようお願いします。

職員は、子１人に対して、条例が定める特別の事情がある場合を除き、再度の育児休業

職員の育児休業等に関する条例（平成４年高知県条例第１号。以下「条例」という。）、職員

の育児休業等に関する規則（平成11年人事委員会規則第24号。以下「規則」という。）及び人事

委員会委員長通知「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について」(平成18

年3月31日付け17高人委第69号。以下「人委通知」という。）の一部が改正され、それぞれ下記

は取得できないとされているが、この特別の事情について次のとおり改正されたこと。

ア　特別の事情（条例第３条第３号）

負傷、疾病等により子を養育することができなくなった職員が育児休業の承認を取り

消された後に、子を養育することができる状態に回復したこと。(平成19年10月1６日施行)

根拠となる法令等

33-2　育児休業－法規

イ　特別の事情の改正（条例第３条第４号、規則第２条）

ている。

　（２）　育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整(条例第８号）

夫婦が子の養育のため交互に育児休業をする場合は、あらかじめ育児休業の計画を高

知県教育委員会に提出することにより、再度の育児休業をすることができることとされ

この場合における職員の配偶者の子の養育方法について、育児休業の他に育児短時間

勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮する方法が対象とされたこと。（平成19年10

消された後に、子を養育することができる状態に回復したこと。(平成19年10月1６日施行)

とみなして、その職務に復帰した日等の日に、昇給の場合に準じて調整することができる

こととされたこと。

なお、この改正は平成19年8月1日（以下「適用日」という。）以後の育児休業の期間か

月19日施行）

   また、これに伴い、関係する様式（育児休業計画書）を改正する。

育児休業をした職員が服務に復帰した場合の号給について、その育児休業の期間を100

分の100以下（現行 2分の1）の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの

33-2　育児休業－法規



内容現在2008/3/31

　（３）　部分休業の承認要件の緩和（条例第11条）

　また、これに伴い、関係する様式(部分休業承認請求書）を改正する。

　（４）　昇給に関する部分休業を取得した職員の取扱い（人委通知第27条関係第5項第5号）

   部分休業を取得した時間については、昇給には影響しないものとされたこと。

   なお　この取扱いは、平成19年8月1日から適用されること。（平成19年10月19日施行）

 なお、第５号様式は、県立学校職員用の様式ですので、各市町村（学校組合）教育委員会

    の様式を改正する際の参考としてください。

 　付け3教高第1433号教育長通知)の一部改正

　 　１の(6)中「第３号」を「第４号」に、「育児休業計画書」を「育児休業等計画書」に改め

　 を「部分休業等の制度の適用」に改める。

        第１号を別紙１のように、第５号様式を別紙２のように改める。

    る。

６の(1)中「第８条」を「第10条」に、「部分休業その他の育児のための短時間勤務の適用」

施行)

２　 職員の育児休業等に関する条例の施行及び育児休業等の運用について（平成4年3月25日

ら適用され､適用日前から育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合は、

適用日前の育児休業の期間は2分の1で換算し、適用日以後の育児休業の期間は100分の

100以下で換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなす期間とされたこと。（平成19

年10月16日施行）

部分休業の承認の要件から「職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間で

あることが」が削除され、「子の養育」のみが承認の要件とされたこと。(平成19年10月

16日
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内容現在2011/3/31

２２高教政第５１３号　

平成22年6月29日

　各市町村（学校組合）教育長　様

高 知 県 教 育 長  　　　　

　　　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正等について

　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６年高知県条例第46号）、

職員の育児休業等に関する条例（平成４年高知県条例第1号）及びこれらに関連する規則、

通知が一部改正され、平成22年６月30日から施行されることになりました。

　また、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和41年高知県条例第

34号）が一部改正され、同年6月29日から施行されることになりました。

　つきましては、これらの概要等について下記のとおりお知らせしますので、管内学校長

への周知をよろしくお願いします。

記　　

第１　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６年高知県条例第46号）

　１　条例改正の目的

　　　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

　　年法律第76号）の一部改正に伴い、３歳未満の子を養育する職員についての時間外

根拠となる法令等根拠となる法令等
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　　年法律第76号）の一部改正に伴い、３歳未満の子を養育する職員についての時間外

　　勤務の免除の制度化等をしたもの。

　２　主要な内容

　（１）職員の配偶者の就業等の状況にかかわりなく、育児のための時間外勤務の制限の

　　　請求をすることができる。（第９条第２項）

   （２）３歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、

　　　公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務（災害その他避けることのできな

　　　い事由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせてはならないこと。（第９条第３項）

　３　施行期日

　　　この条例は、平成22年６月30日から施行する。

33-4　育児休業－法規(3)



内容現在2011/3/31

第２　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成６年高知県条例第48号）

　１　規則改正の内容

　（１）育児を行う職員の時間外勤務の制限

　　　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第９条第２項に基づき、職員

　　が時間外勤務の制限を請求することができる場合の配偶者に係る要件を除外するとと

　　もに、職員が３歳未満の子を養育するために請求した場合に、公務の運営に支障がな

　　いと認められるときは時間外勤務を免除することができることとする。（第８条の

　　６）

　（２）「看護」休暇

　　　現行の看護休暇の制度に加えて、特に小学校就学の始期に達するまでの子が負傷又

　　は疾病等の事由により看護（疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断

　　を受けさせることを含む。）を必要とする場合において、５日（小学校就学の始期に

　　達するまでの子が２人以上の場合にあっては、10日）を超えない範囲内で取得できる

　　こととする。（第12条(16)）なお、詳細については別記１参照のこと。　

　（３）「短期の介護」休暇

　　　負傷、疾病又は老齢により２週間以上日常生活を営むのに支障がある者（以下「要

　　介護者」という。）の介護その他の世話を行う場合において、５日（要介護者が２人

　　以上の場合にあっては、10日）を超えない範囲内で取得できることとする休暇を設け

　　る。(第12条(17))なお、詳細については別記２参照のこと。

　２　施行期日等

　　　平成22年6月30日

　　　なお、看護休暇にあっては、改正規則の施行日前に使用された旧規則による看護休

　　暇は、新規則による看護休暇として使用されたものとみなす。

第３　職員の育児休業等に関する条例等

　１　条例改正の目的

　　　国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第93

　　号）による地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の一部改

　　正を考慮し、育児休業等をすることができない職員の範囲等について国家公務員に準

　　じた措置を講ずるよう必要な改正をしたもの。

　２　主要な内容

　（１）職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職

　　　員は育児休業、育児短時間勤務、部分休業をすることができる。（第2条、第10

　　　条、第23条）

　（２）子の出生の日から８週間の期間内に、最初の育児休業をした職員は、特別の事情

　　　がなくても、再び育児休業をすることができる。（第2条の2）
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内容現在2011/3/31

　（３）夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわらず、職員が育児休業等計画書

　　　を提出して最初の育児休業等をした後３月以上経過した場合に、再度の育児休業等

　　　をすることができる。（第3条、第11条）

　（４）これらの改正に伴い、職員の育児休業等に関する規則（平成11年高知県人事委員

　　　会規則第24号）第２条、第６条第１項第４号の規定を削除する。また、職員の育児

　　　短時間勤務制度について(平成21年20高教政第1557号教育長通知)についても改正

　　　があるので別記３を参照のこと。

　３　施行期日

　　　この条例及び規則は、平成22年６月30日から施行する。

第４　職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

　１　条例改正の目的及び内容

　　　給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる期

　　間に時間外勤務代休時間を追加する。（第2条）

　２　施行期日

　　　この条例は、公布の日から施行する。

　33-6  育児休業－法規(5)



内容現在2011/3/31

「「「「公立学校職員公立学校職員公立学校職員公立学校職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休日及休日及休日及休日及びびびび休暇休暇休暇休暇にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正等一部改正等一部改正等一部改正等についてについてについてについて」」」」

別記３

○職員の育児短時間勤務制度について（平成21年３月４日20高教政第1557号教育長通知）

　「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い、新たに育児短時間勤務制

度を導入するため、県議会２月定例会に「職員の育児休業等に関する条例」等関係条例を

改正する議案を上程しています。

育児短時間勤務制度は、育児を行う職員が職務を完全に離れることなく、長期間にわたる

育児と仕事の両立が可能となるように導入するもので、その概要は下記のとおりです。

　施行予定は、平成21年４月１日からとしており、併せて必要な人事委員会規則の改正

も予定されています。

　制度の詳細、規則改正に関する通知は議会閉会後となりますが、議案が可決された際に

円滑に実施できるよう所属職員への周知と意向確認をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　対象となる職員

　　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員です。ただし、次に掲げる職員を

除きます。

（（（（平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月29292929日日日日　　　　高知県教育長高知県教育長高知県教育長高知県教育長　　　　２２２２２２２２高教政第高教政第高教政第高教政第513513513513号号号号））））よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋

　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　平成21年12月18日21高教政第1374号教育長通知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　平成22年６月29日22高教政第513号教育長通知

育児短時間勤務制度に関する通知の改正につ
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除きます。

　（1） 削除（22.6.30）

　（2） 削除（22.6.30）

　（3） 育児休業の代替として任期を定めて採用された職員

　（4） 勤務延長している職員

　（5） 削除（22.6.30）

   （6） 削除（22.6.30）

２ 勤務の形態

次のいずれかの勤務の形態により、職員が希望する日及び時間帯において勤務するこ

とができます。

（1）3時間55分勤務を週５日（週19時間35分勤務） 週休日（日、土曜日）

（2）４時間55分勤務を週５日（週24時間35分勤務） 週休日（日、土曜日）

（3）7時間45分勤務を週３日（週23時間15分勤務）週休日（日、土曜日、その他に２日）

（4）7時間45分勤務を週２日、３時間55分勤務を週１日（週19時間25分勤務）

週休日（日、土曜日、その他に２日）

（22.1.1改正施行）

33-7  育児短時間勤務－法規(1)



内容現在2011/3/31

「「「「公立学校職員公立学校職員公立学校職員公立学校職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休日及休日及休日及休日及びびびび休暇休暇休暇休暇にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正等一部改正等一部改正等一部改正等についてについてについてについて」」」」

３　請求の手続き等

　(1)請求する期間は、１月以上１年以下の期間です。

　(2)期間の延長を請求することもできます。

　(3)請求は育児短時間勤務を始めようとする日又は延長を始めようとする日の１月前ま

　　でに行う必要があります。以下削除(22.6.30)

４　給与

　(1)給料月額、給料の調整額、教職調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、

　　義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び特地勤務手当等は、

　　勤務時間数に応じた額が支給されます。

　(2)扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手

　当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当及び災害派遣手当

　はフルタイム勤務職員と同様に支給されます。

　(但し、通勤手当について、自動車等使用者についての支給額は、平均１箇月当たりの

　　通勤所要回数が10回未満になる場合には半額とされます。)

　(3)期末手当及び勤勉手当の基礎額における給料の月額は、フルタイム勤務職員と同じ

　です。

　　　(期末手当の在職期間の算定)

　　　　育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の２分の１に相当

　　　する期間を在職期間から除算されます。

　　　(勤勉手当の勤務期間の算定)

　　　　育時短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間を

　　　勤務時間から除算されます。

　(4)退職手当の算定に当たっては育児短時間勤務をした期間の３分の１の期間が在職期

　　間から除算されます。

５　昇格、昇給

　　フルタイム勤務職員と同じです。

６　休暇の取扱い

　(1)年次有給休暇は、勤務形態の変更前後の勤務時間等に比例して付与されます。

　(2)特別休暇のうち、夏期休暇、結婚休暇については１週間当たりの勤務日の日数に比

　　例して付与されます。

　(3)その他の休暇については、フルタイム勤務職員と同じです。

　　　　(休暇の取得単位の取扱いについては、１日の勤務に割り振られた勤務時間の全て

　　　　を勤務しないときは１日とします。)

７　育児に関する他の制度との併用

　(1)早出遅出勤務

　　　・併用できません。

（（（（平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月29292929日日日日　　　　高知県教育長高知県教育長高知県教育長高知県教育長　　　　２２２２２２２２高教政第高教政第高教政第高教政第513513513513号号号号））））よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
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内容現在2011/3/31

「「「「公立学校職員公立学校職員公立学校職員公立学校職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休日及休日及休日及休日及びびびび休暇休暇休暇休暇にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正等一部改正等一部改正等一部改正等についてについてについてについて」」」」

（2）休憩時間の短縮

　　　・１日の勤務時間が６時間以下の場合は、併用できません。

　（3）部分休業

　　　・併用できません。

８　育児短時間勤務により処理できなくなる業務への対応

　　所属の事務分担を見直すなどしても、なお、業務を処理するため必要があると認めら

　れるときは、育児短時間勤務の請求に係る期間を限度として、臨時的任用職員による対

　応を行います。

（（（（平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月29292929日日日日　　　　高知県教育長高知県教育長高知県教育長高知県教育長　　　　２２２２２２２２高教政第高教政第高教政第高教政第513513513513号号号号））））よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
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内容現在200７/3/31

父親

母親

根拠法規

及び

通知文書

　　　護休暇及び看護欠勤を取り、介護することができます。

→　   ６ヶ月　　←

家族看護のための欠勤の取り扱いについて　　昭和５８年５月２７日（事務連絡）

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例　　第１２条、第１６条、第１７

条

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則　第１４条、第１６条

公立学校共済組合運営規則　第２５条

地方公務員等共済組合法　第７０条

　の部分が通算２年にあたる期間

　　※　①の母親・②の長男がこの後も同じ病気で引き続き看護が必要な場合でもA教

　　　諭及びB教諭は看護欠勤は取れません。県職員の家族がいる場合、その家族が介

②　看護欠勤は取れません。

　　①と同じで先に看護欠勤からとることはできません。介護休暇が優先となります。

　　しかし、①の場合と違い対象者は先の看護人と同じ長男なので、２度目の介護休暇

長男 介護休暇 看護欠勤 介護休暇

　取れません。

→　   ６ヶ月　　← →　　　    　   １２ヶ月

　の６ヶ月は、先の介護休暇６ヶ月と看護欠勤１年に加えられ、看護のための休暇２年

　を消化したことになります。１年の介護が必用でもこの場合は、介護休暇６ヶ月しか

→　　　    　   １２ヶ月

介護休暇 看護欠勤

→　   ６ヶ月　　← →　   ６ヶ月　　←

介護休暇 看護欠勤

　の部分が通算２年にあたる期間

A

①　先に看護欠勤からとることはできません。

　　看護欠勤は運用で行っているもので、特別な理由のない限り制度化されている介護

　休暇のほうが優先されます。

　　看護欠勤は在職中に２年取れますが、先に介護休暇６ヶ月と引き続き１年の看護欠

　勤を取っているので、通算１年６ヶ月の介護のための休みを取得していることにな

り、

　看護欠勤は残余６ヶ月となります。

　　１年の介護が必要であるということなので、介護休暇６ヶ月を先にとりその後引き

　続き看護欠勤を６ヶ月取ることになります。

→　   ６ヶ月　　←

Ｑ

①　A教諭は父親の介護のため６ヶ月の介護休暇と引き続き１年の看護欠勤を取得して

　います。その後、母親に対して１年の介護が必要となりました。看護欠勤を取りたい

　のですが取れるでしょうか。

②　B教諭は長男の介護のため６ヶ月の介護休暇と引き続き１年の看護欠勤を取得して

　います。その後、長男に対して別の病名で１年の介護が必要となりました。

　　看護欠勤は取れるでしょうか。

34　看護休暇等



内容現在2011/3/31

介護休暇 短期介護休暇（特別休暇） 看護欠勤 看護休暇（特別休暇）

・配偶者（内縁関係も含む） ・配偶者（内縁関係も含む） ・配偶者（内縁関係も含む） ・配偶者

・二親等以内の血族及び姻族 ・二親等以内の血族及び姻族 ・二親等以内の親族 ・二親等以内の血族および姻族

・内縁関係にある者の父母及び子 ・内縁関係にある者の父母及び子 (子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)

・配偶者の父母の配偶者 ・配偶者の父母の配偶者

※同居・別居は問わない ※同居・別居は問わない ※同居・別居は問わない ※同居・別居は問わない

原則として介護休暇に引き続いて取得する

（入院・通院は問わない）

在職期間中２年以内　　（注１)

　（週休日・休日等含む）

※年休と合わせて申請可

　（先行取得義務なし）

再発した場合、再度認められる

本俸（給与の調整額含）→無給 影響なし 無給　 影響なし

諸手当は日割り

期末手当 支給される

退職手当 算出期間　除算なし 算出期間　１／２除算

※支給要件によって支給期間が

異なるので注意

なし なし

・介護休暇承認願い ・特別休暇承認願 ・看護欠勤承認願 ・特別休暇承認願

・介護休暇用添付書類 ・診断書

・家族関係を証明するもの ・家族関係を証明するもの

・診断書 　（戸籍謄本、住民票等）

※介護期間開始日までに申請 ・要介護者の状態等申出書

・短期介護休暇管理簿 ・看護休暇管理簿

介護休暇・看護欠勤・看護休暇　比較表

だれが

どのような

と　　　き

負傷・疾病・老齢により日常生活

に支障があるため、２週間以上

にわたって介護が必要な時

負傷・疾病・老齢により日常生

活に支障があるため、２週間

以上にわたって介護が必要な

時

家族構成及び医療機関の事情に

より当該職員を除いて他に看護

人がいない場合

負傷・疾病等により看護を必要

とする場合（小学校就学前の子

については疾病予防のための予

防接種又は健康診断などを受け

る場合も含む）

　同一被看護者につき２人同時

に取得できない。ただし、小学

校就学の始期に達するまでの子

が看護を必要とする場合にはこ

の限りではない

※他に介護可能な家族がいる

場合であっても実際にその介

護に従事する場合は取得でき

る

※添付の診断書に「家族の補助

が　必要」等を付けてもらうこ

と

※添付の診断書に「家族の補助

が必要」等を付けてもらうこと

どれくらい

介護を必要とする対象者の状態

ごとに連続する６ヶ月の期間内

要介護者が１人の場合、暦年

５日を超えない範囲内でその

都度必要と認める日又は時間

単位

暦年５日を超えない範囲内で必

要と認める日又は時間単位（小

学校就学前の子が２人以上いる

場合は暦年１０日を超えない範

囲内で必要と認める日又は時間

単位）

１日又は１時間単位で連続又は

断続的にとることができる

要介護者が２人以上の場合、

暦年１０日を超えない範囲内

でその都度必要と認める日又

は時間単位

5日(10日）の承認を受けた後、

中学校就学の始期に達するまで

の子の看護が必要な場合は2日を

超えない範囲内で更に取得でき

る（時間単位の場合は１日４時間

　以内で始業又は終業時間に連

　続して）
※要介護者の人数によって取

得できる休暇日数が変動する

ので注意が必要

※小学校就学前の子の人数に

よって取得できる休暇日数が変

動するので注意が必要

給

　

　

与

　

　

等

給　与

　※時間単位の場合も相当する

　　給与額を減額

教職調整額・扶養手当・住居手

当

　→支給

通勤手当

　→１日でも出勤していれば支

給

直前の基準日の翌日から基準日

までの間に勤務した場合はその

期間に応じて支給される

　　　　　（H12.1.1～）勤勉手当

支給される（週休日・休日を除

いた日が30日を超える場合は全

期間を期間率から除算）

昇　給

昇給期間の1/6に相当する期間

の日数を勤務しなかった場合、

昇給延伸事由該当

昇給期間の1/６に相当する期間

の日数を勤務しなかった場合、

昇給延伸事由該当

※給与控除できない場合の共

済・互助会等の掛け金本人払い

込み

休　業

手当金

共済より介護休業手当金の支給

あり（３ヶ月以内）

（給料日額の４０％に1．２５

掛けたもの）

※手当の支給に関しては同居要

件が必要な場合があるので注意

共済より休業手当金の支給あり

　　　　　　　　（６０％）

代　　替

全日を単位で１ヶ月以上連続し

て取る場合、配置

１ヶ月以上の場合配置

（年休期間も含む）

※　特別な事情のない限り、制度化されている介護休暇を先に取り、必要に応じて引き続き看護欠勤を取る。

　（注１）介護休暇に引き続いて看護欠勤を取得した場合は両期間が通算される。（事例によっては、介護休暇の期間が含まれないこともある。）

諸　手　続

※事由欄に休暇の名称、要介

護者の続柄を記入し学校長に

提出

※事由欄に休暇の名称、被看護

者の続柄負傷・疾病等の内容を

簡潔に記入し学校長に提出

※給与控除できない場合の共

済・互助会等の掛け金本人払い

込み※１回目は２週間以上連続した

期間を一括申請すること

（介護休暇の期間でなく要介護

者の継続する状態としての期

間）

※実態がなくなった場合、職員

は翌日から復帰し、後任の臨時

職員は翌日の日付で退職届を出

すこと。

34-2　介護休暇・看護欠勤・看護休暇－表 



内容現在2011/3/31

事　務　連　絡

平成5年4月1日

各 県 立 学 校 長  殿

                                                                                          高 校 教 育 課 長 

                                                                                          特 殊 教 育 課 長

家族看護のための欠勤の取扱いについて

　家族看護のための欠勤の取扱いについて、平成5年4月1日から下記の

とおり適用しますので御配慮願います。

記

1　対　象　範　囲　　　「2親等の同居親族」を「2親等の親族」に

　　　　　　　　　　　改める。

2　年次休暇取得要件　　先行取得を要件としない。

3　取　得　期　間　　　「1年以内」を「在職中最高2年」に改め、

　　　　　　　　　　　期間の算定は病気休暇の例による。

34-3　看護欠勤-法規



内容現在2011/3/31　

9 教 職 第 634 号

平成10年3月31日

各市町村（学校組合）教育長

各 　県 　立　 学 　校 　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高 知 県 教 育 長

病気休暇、介護休暇及び妊娠傷害休暇等について（通知）

このことについて、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部

が改正され（県公報号外第13号に登載）、平成10年4月1日から施行されるこ

とになりました。改正の内容等については下記のとおりですので、適正な運用をし

てください。

なお、規則の運用について、別添のとおり高知県人事委員会から通知がありまし

たので、併せて通知します。

また、妊娠中及び出産後の女子職員については、労働基準法第65条、雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法

律第26条、第27条等の規定による措置の取扱いについて、十分配慮されるよう

お願いします。

様

34-4　病気休暇・介護休暇－法規

記

１　改正内容等

　（1）病気休暇

ア 公務によらない疾病のうち、規則別表第１に定める難病については、病気

休暇の期間が、現行の「引き続き１８０日以内」から「引き続き１年以内」

　　　に改められたこと。

　　イ　経過措置

この改正規則の施行日において、難病により同日前から引き続いて病気休

課を既に承認されている職員の同日以後における病気休暇についても適用さ

　　　れること。

　（2）妊娠障害休暇

ア 従来、妊娠の期間中「７日」承認できることとされていたが、「１０日

　　　に改められたこと。

イ この改正規則の施行日において妊娠中であって当該休暇を承認している者

についても、１０日から取得済みの日数を差し引いた日数について承認でき

　　　るものであること。

34-4　病気休暇・介護休暇－法規



内容現在2011/3/31　

　（３）妊婦の通勤緩和

混雑の程度が「母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであ

ると認めるとき」に承認できることとされていたが、「母体又は胎児の健康

　　　　保持に影響があると認めるとき」に改められたこと。

　（４）分べん休暇

ア 多胎妊娠の場合の産前休暇が、現行の「１０週間」から「１４週間」に改

　　　められたこと。

　　イ　経過措置

この改正規則の施行日において、多胎妊娠で出産予定日の１０週間前から

１４週間前の間の者の産前休暇の期間は、施行日から出産の日までとするこ

　　　と。

　（５）介護休暇

ア 要介護者の範囲が、条例で定める者と合わせて、次のとおりに改められた

　　　こと。

「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、

２親等以内の血族及び姻族、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者の父母及び子、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

　　　にある者を含む。）の父母の配偶者。」

34-5　病気休暇・介護休暇-法規

　　　にある者を含む。）の父母の配偶者。」

以下省略

　　　

34-5　病気休暇・介護休暇-法規



内容現在200７/3/31

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知県教育関係職員必携）

（介護休暇）

   第１６条　介護休暇は、職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

      る者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会

      規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日

      常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認

      められる場合における休暇とする。

  ２    介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする１の

      継続する状態ごとに、連続する６月の期間内において必要と認められる期間とする。

  ３ 　介護休暇の間は、公立学校職員の給与に関する条例第１７条例の規定にかかわらず、

      同条に規定する方法により給与を減額する。

（病気休暇等の承認）

   第１７条　病気休暇、特別休暇（人事委員会規則で定めるものを除く。）及び介護休暇に

　　ついては、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければなら

　　ない。この場合において、任命権者は、人事委員会規則で定める期間の範囲内で、日又

　　は時間をもって承認するものとする。

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知県教育関係職員必携）

（介護休暇）

   第１４条　条例第１６条第１項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

根拠となる法令等

35　介護休暇・看護欠勤－法規(1)

　　（１）二親等以内の血族（父母及び子を除く。）及び二親等以内の姻族（配偶者の父母

　　　　を除く。）

      （２）届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子

　　（３）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第２

　　　　において同じ。）の父母の配偶者

　２　条例第１６条第１項の人事委員会規則で定める期間は、２週間以上の期間とする。

　３　介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該機関に、条

　　例第４条第１項、第５条及び第６条の規定に基づく週休日並びに休日及び代休日を含む

　　ものとする。

　４　介護休暇の単位は、１日又は1時間とする。

　５　１時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時

　　刻まで連続した４時間の範囲内とする。

（介護休暇の承認等）

　第１６条　職員が介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようと

　　する期間の始まる日までに、その事由及び期間を記載した書面により任命権者に請求し

　   なければならない。

　２　前項の場合において、条例第１６条第２項に規定する介護を必要とする一の継続する

　　状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、２週間以上の期間につい

　　て一括して請求しなければならない。

35　介護休暇・看護欠勤－法規(1)



内容現在2006/3/31

　３　任命権者は、介護休暇の請求について、条例第１６条第１項に定める場合に該当する

　　と認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち

　　公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

　４　任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証

　　明書類の提出を求めることができる。

公立学校共済組合運営規則

　第２５条　法第７０条第５号の規定による事由及び期間は、次の各号に掲げる事由及び期

　　間とする。

　１　組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

　　又は一親等の親族（この配偶者を除く。）で被扶養者でない者の病気又は負傷　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属所長が休業手当金の支給を必要と認めた期間。

　２　組合員が出席する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４５条又は第５４条の規

　　定による通信教育の面接授業　　　　所属所長が休業手当金の支給を必要と認めた期間。　　

地方公務員等共済組合法

（休業手当金）

　第７０条　組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金とし

　　て、その期間（第２号から第４号までの各号については、当該各号に掲げる期間内にお

　　いてその欠勤した期間）１日につき給料日額の１００分の６０に相当する金額を支給す

　　る。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限り

　　でない。

　　１．被扶養者の病気又は負傷

　　２．組合員の配偶者の出産　１４日

　　３．組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害　５日

　　４．組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として

　　　　組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは

　　　　葬祭　７日

　　５．前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由　運営規則で定める期間

　

36　介護休暇・看護欠勤－法規(2)



内容現在2007/3/31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　務　連　絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和５８年　５月２７日

　市町村（学校組合）教育長　殿

高知県教育委員会義務教育課長

家族看護のための欠勤の取り扱いについて

こ の こ と に つ い て は 、 別 添 の と お り 取 扱 う こ と と い た し ま し

た の で 、 趣 旨 を ご 理 解 の う え よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 お お

家族看護のため出勤できない場合の報告等について

１ 教 職 員 が 家 族 看 護 の た め 出 勤 で き な い 場 合 は 、 次 の 書 類 等 を 添 え て

校 長 に 申 し 出 る も の と す る 。お おお おお おお おお おお おお おお おお おお

（ １ ） 教 職 員 と 被 看 護 人 の 続 柄 及 び 教 職 員 の 家 族 構 成 を 証 明 で き る

書類おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

（ ２ ） 被 看 護 人 の 診 断 書 お お お お お お お お お お お お お お お お お お お

（ ３ ） 看 護 の 期 間 お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お

根拠となる法令等

36-2 介護休暇・看護欠勤－法規(3)

2 校 長 は 、 所 属 教 職 員 か ら 家 族 看 護 の た め 出 勤 で き な い 場 合 の 申 し

出 が あ っ た 時 は 、 教 職 員 か ら 提 出 さ れ た 書 類 等 に 副 申 書 及 び 学 校 の

運 営 状 況 に つ い て の 説 明 書 を 添 付 し て 、 市 町 村 教 育 委 員 会 （ 県 立 学

校 に お い て は 県 教 育 委 員 会 ） に 報 告 す る 。 お お お お お お お お お お

報 告 を 受 け た 市 町 村 教 育 委 員 会 は 県 教 育 委 員 会 と 協 議 す る も の と す

る 。 お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お

３ 協 議 （ 県 立 学 校 関 係 は 報 告 ） を 受 け た 県 教 育 委 員 会 は 、 当 該 校 職

職 員 の 欠 勤 の 取 り 扱 い 及 び 学 校 の 正 常 な 運 営 に か か る 措 置 に つ い て 検

討 を す る も の と す る 。 お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お お
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内容現在2007/3/31

家族看護のための欠勤の取扱い

１　取扱いの趣旨

　　家族に傷病人があり、教職員による看護が必要となったが、年次休暇も

　消化してしまい、あとは退職するより方策がないような場合、一定の条件の

　もとにこれを猶予し分限等の処分を保留するという、欠勤ではあっても通常

　の場合とは異なる取扱いをしようとするものである。

２　取扱い上の留意事項

　(1) 適用対象

　　  被看護人は、配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情　

     にある者を含む）、子、父母（血族、姻族、同居、別居をとわず）及び

     父母を共に欠く場合（欠くと同様の状態にある場合を含む）の同居の祖父

     母とする。

　(2) 適用要件

        ①　家族構成及び医療機関等の事情により、当該教職員を除いては他に

           看護人がいない場合であること。

        ②　当該教職員が既に年次休暇を消化している場合であること。

        ③　家族看護の実態がなくなった場合は、適用を取り消すものであること。

　(3) 期間

        看護のための欠勤の期間は1年以内とする。

　(4) 看護のための欠勤中は勤務期間から2分の1を除算する。

　(5) 期間中の給与等の取扱い

36-3介護休暇・看護欠勤－法規(4)

　(5) 期間中の給与等の取扱い

        ①　期間中はいかなる給与も支給されないものであること。

           3月1日、6月1日、12月1日に欠勤中の場合は、期末・勤勉手当の

          支給もされない。

        ②　地方公務員等共済組合法第７０条（休業手当金）並びに公立学校共済

           組合運営規則第２５条（休業手当金給付事由及び期間）の適用を受けら

           れるものであること。

        ③　昇給期間は勤務成績の6分の1を適用する。（平成2年2月1日現在

           欠勤中の者を含む)

        ④　退職手当の算定期間から2分の1を除算する。

　(6) 地方公務員等共済組合掛金は、別途本人の払込みとなる。

　(7) 手続等については別途定める。

３　備　考

　　県教育委員会は、市町村教育委員会（県立学校長）と別途協議して、家族

   看護を必要とする期間、学校の正常な運営が保たれるための措置を行うもの

36-3介護休暇・看護欠勤－法規(4)



内容現在2007/3/31

3教総第　 6号

平成3年4月1日

　事務局各課長

　事務局各事務所長

　青少年センター所長　　　　殿

　郷土文化会館長

　各教育機関長

　（県立学校長を除く。）

高　知　県　教　育　長

職員の看護休暇について（通知）

職 員 の 休 暇 の 取 扱 い に つ い て は 、 常 に 御 配 慮 の こ と と 思 い ま す が 、 こ の

た び 、 「 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 規 則 」 （ 高 知 県 人 事 委 員

会 規 則 第 ５ 号 ） の 一 部 が 改 正 （ 平 成 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 付 け 県 公 報 号 外 第 ４ ７

号 に 搭 載 ） さ れ 、 看 護 休 暇 が 新 設 さ れ ま し た 。 そ の 内 容 は 下 記 の と お り で

す の で 、 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 そ の 適 用 に 遺 漏 の な い よ う に し て く だ

さい。

    記

　1　看護休暇の内容

(1) 職員の父母、配偶者及び子が負傷又は疾病等の事由により看護を必

要とする場合において職員以外に看護者がいないと認められる場合、

　     暦年３日を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間単

          位の特別休暇を与えるものであること。

(2) こ の 改 正 規 則 の施 行日 は、 平成 3年 4月 1日 であ るこ と。 おお おお

　2　申請手続き

所定の「休暇承認願｣に、別添「看護休暇理由書｣を添付して申請すお

         ること。

   ３　運用上の留意事項

(1) 「父母、配偶者及び子』は、血族、姻族、同居、別居を問わないも

　　　　のであること。
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内容現在200７/3/31

(2) 「 職 員 以 外 に 看 護 者 が い な い と 認 め ら れ る 場 合 ｣ と は 、 共 働 き 等 で

現 実 に 職 員 以 外 に 看 護 を す る 者 が な い 場 合 の ほ か 、 急 病 、 通 院 ・ 入

院 の 看 護 等 で 職 員 に よ る 看 護 が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 も 含 む も

　　   のであること。

(3) １ 時 間 を 単 位 と し て 与 え た 当 該 休 暇 を 日 に 換 算 す る 場 合 は 、 8 時 間

　　　をもって１日とするものであること。

(4) 特 別 休 暇 を 一 定 の 期 間 を 定 め て 与 え る 場 合 の 期 間 の 換 算 に つ い て は 、

当 該 期 間 に 勤 務 を 要 し な い 日 及 び 休 日 を 含 む も の と さ れ て い る が 、 当

      　該休暇についえは、これらの日を含めないものであること。

(5) 平 成 ３ 年 （ 4/1 ･ 12/31 ） の 取 扱 い に つ い て も 、 3 日 を 超 え な い 範 囲

     　内で与えることができるものであること。
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内容現在2006/3/31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６教義第　９９３　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成６年１２月２１日

　各市町村（学校組合）教育長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　知　県　教　育　長

年次有給休暇、介護休暇等について（通知）

このことについて、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び公立

学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の全部改正により、年次有給休暇の

繰越し制度の改正及び介護休暇の新設等が行われ、平成６年１２月２１日から施行さ

れました。

これらの内容については、下記のとおりですので、運用に当たっては適正な執行を

お願いします。

また、今回の改正では、勤務時間、休日及び休暇について全面的に規定の整備を行

い、次のとおり用語等の改正を行いました。

（１）「勤務を要しない日」が「週休日」となったこと。

（２）「年次休暇」が「年次有給休暇」となったこと。

（３）「年末年始の特別休暇」が「休日」休日に含まれること。

なお、上記条例及び規則の運用について、別添のとおり高知県人事委員会から通知

がありましたので、併せて通知します。

記

１　条例、規則の改正

　○　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例・・・・・別添資料１

　○　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則・・・・・別添資料２

　○　公立学校に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規

　　則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添資料３

　○　公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について・・・・別添資料４

２　年次有給休暇

略

３　介護休暇

（１）介護休暇の趣旨

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は老齢により日常

生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると

認められた場合における休暇であり、上記に規程する者の各々が介護を必要とす
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内容現在2006/3/31

　　る一の継続する状態ごとに、連続する３月の期間内において必要と認められる期

　　間について承認することができるものであること。

（２）要介護者の範囲

　　①　同居、別居を問わない者

　　　　配偶者、父母、子、配偶者の父母

　　②　同居に限るもの

　　　　祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配

　　　偶者の子、孫（孫については、その父母のいずれも死亡している者に限る。）

　　③　同居とは、職員と要介護者が実際に生活を共にしていることが要件であり、

　　　単に扶養関係があるのみでは同居にはあたらない。したがって、要介護者宅で

　　　日中のみや夜間のみ泊まって介護を行う場合は、同居とはいえない。また、退

　　　院後に職員の住居に引き取ることが明らかな場合は、入院中の介護も同居と認

　　　められること。

（３）要介護者の状態

　　①　負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある場合であること。

　　②　老齢とは、具体的な年齢を想定するものではなく、老齢により歩行等の移動、

　　　排泄、衣類の着脱、入浴、食事等に関し、介護を必用とする状態を言うこと。

（４）介護休暇の期間

　　①　要介護者ごとに、介護を必用とする一の継続する状態が、連続する３月の期

　　　間内とすること。

　　②　介護を必要とする一の継続する状態とは、病気の内容等にかかわらず、要介

　　　護者の介護を必要とする状態に着目したものであり、介護が必要な状態が一旦

　　　終息した後に病気が再発した場合は、同一の要介護者についても、再度介護休

　　　暇が認められるものであること。

　　③　①の期間内において、１日又は１時間を単位として、連続又は断続的に公務

　　　に支障のない範囲内で認められるが、１時間を単位とする介護休暇は、１日を

　　　通じ始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した４時間の範囲内とする

　　　こと。

（５）介護休暇を取得する場合における給与の取扱い

　　①　給料及び給料の調整額については、勤務しない１時間につき、１時間当たり

　　　の給料を減額すること。

　　②　昇給については、延伸事由に該当し、昇給期間の６分の１に相当する期間の

　　　日数を勤務しなかった職員は、勤務成績の証明が得られないものとして取り扱

　　　うこと。

　　③　退職手当算定の期間については、除算しないこと。

　　④　期末手当については、減額しない手当額を支給すること。なお、基準日に介

　　　護休暇を取得していても同様であること。
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内容現在2006/3/31

　　⑥　その他の手当の取扱いについては、基本的に影響されないこと。

　　　　ただし、通勤手当及び月額の特殊勤務手当については、月の全日数勤務又は

　　　勤務がない場合は支給されないこと。

（６）介護休暇取得者の代替措置

　　　職員が、１日を単位として連続して１月以上介護休暇を取得する場合は、病気

　　休暇の例により代替職員を措置する。

（７）承認等の手続き

　　①　職員が介護休暇を得ようとするときは、承認を受けようとする期間の始まる

　　　日の前日から起算して１週間前の日までに、休暇承認願（従来の様式による）、

　　　介護休暇添付書類（別紙様式）及び医師の診断書（負傷、疾病の場合に限る。）

　　　を市町村（学校組合）教育委員会に提出し、承認を求めなければならない。

　　　　この場合、要介護者の一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を

　　　受けようとするときは、２週間以上の期間（介護休暇を得ようとする日又は時

　　　間の積み上げではなく、要介護者の一の継続する状態としての期間）について

　　　一括して承認を求めなければならないこと。

　　②　介護休暇の間は、給与が減額されることから、学校長は介護休暇用添付書類

　　　で確認のうえ、月例報告書により減額の処理を行うこと。

　　③　市町村（学校組合）教育委員会は、介護休暇を承認した日の属する月の末ま

　　　でに、介護休暇用添付書類の写しを、所管教育事務所経由で義務教育課長に提

　　　出すること。

（８）出勤簿の取扱い

36-8介護休暇－法規 (2)

（８）出勤簿の取扱い

　　　出勤簿は次のように表示すること。

　　①　１日を単位として連続して与えた場合

　　②　時間を単位として与えた場合

介

休

介

休

介

休

８ ４
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内容現在2011/3/31

「「「「公立学校職員公立学校職員公立学校職員公立学校職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休日及休日及休日及休日及びびびび休暇休暇休暇休暇にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正等一部改正等一部改正等一部改正等についてについてについてについて」」」」

別記2

○短期介護休暇について

１　短期介護休暇の内容

　　　負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者

　　（以下「要介護者」という。）の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介

　　護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

　　を行う場合において、他に介護可能な家族がいる場合であっても、介護を行う必要

　　があり、実際にその介護に従事するときは、暦年５日（要介護者が２人以上の場合

　　にあっては、10日）を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間単位の

　　特別休暇を与えるものであること。

２　申請手続き

　　　所定の「休暇承認願」により申請し、「要介護者の状態等申出書」（別記第２号様

　　式）を学校長等に提出すること。

　　　「要介護者の状態等申出書」には、職員が介護をする者が要介護者に該当すること

　　が分かるように記入するとともに、職員が要介護者の介護をしなければならなくなっ

　　た状況が明らかになるように具体的に記入すること。

　　　「休暇承認願」の事由欄に休暇の名称及び要介護者の続柄を記入すること。

　　学校長等は、休暇の承認について、特にその事由を確認する必要があると認めるとき

　　は、当該申請をした職員に対して医師の診断書又はその他の書面の提出を求めること

　　ができる。

３　運用上の留意事項

（１）要介護者の範囲

　　　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

　　二親等以内の血族及び姻族、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の

　　父母及び子、配偶者の父母の配偶者

（２）１時間を単位として与えた当該休暇を日に換算する場合は、７時間45分をもって１

　　日とするものであること。

　　　ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に１

　　時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを単位として与えるものである

　　こと。（H22.1.1改正施行）

（３）短期介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の換算については、当該期間

　　に時間外代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日は含めないものである

　　こと。

（（（（平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月29292929日日日日　　　　高知県教育長高知県教育長高知県教育長高知県教育長　　　　２２２２２２２２高教政第高教政第高教政第高教政第513513513513号号号号））））よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋

※※※※服務服務服務服務のののの手引手引手引手引””””33333333----4444～～～～33333333----5555　　　　育児休業育児休業育児休業育児休業－－－－法規法規法規法規((((3333))))～～～～((((4444))))””””にににに掲載掲載掲載掲載
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内容現在2011/3/31

「「「「公立学校職員公立学校職員公立学校職員公立学校職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休日及休日及休日及休日及びびびび休暇休暇休暇休暇にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等のののの一部改正等一部改正等一部改正等一部改正等についてについてについてについて」」」」

（４）短期介護休暇の付与日数は、休暇取得時の要介護者の人数によって変更になる場合

　   があるため、学校長等は休暇取得時において要介護者の人数の変更の有無、要介護者

　   の状況等について職員に確認のうえ承認すること。

　　　また、短期介護休暇の付与日数は、学校長等は「短期介護休暇管理簿」（別記第

　   ３号様式）で付与日数、残日数等を確認のうえ承認すること。

（５）「短期介護休暇管理簿」は、学校長が保管すること。また、暦年中に所属異動の

　   あった職員の「短期介護休暇管理簿」は、旧学校長より新学校長に引き継ぐこと（旧

　   所属の学校長はコピーを保管しておくこと。）。

（（（（平成平成平成平成22222222年年年年6666月月月月29292929日日日日　　　　高知県教育長高知県教育長高知県教育長高知県教育長　　　　２２２２２２２２高教政第高教政第高教政第高教政第513513513513号号号号））））よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
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